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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第64期中 第65期中 第66期中 第64期 第65期

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

(1）連結経営指標等          

完成工事高（百万円） 20,706 23,313 21,495 45,536 48,691 

経常利益（百万円） 2,198 2,218 2,128 4,678 4,395 

中間（当期）純利益又は中間

（当期）純損失（△） 

（百万円） 

△6,738 1,880 1,864 △4,681 3,946 

純資産額（百万円） 13,905 18,645 22,813 16,229 21,124 

総資産額（百万円） 49,802 51,067 51,857 52,596 53,796 

１株当たり純資産額（円） 209.92 270.19 332.83 244.95 307.34 

１株当たり中間（当期）純利益

金額又は中間（当期）純損失金

額（△）（円） 

△104.84 28.40 28.17 △71.92 59.61 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 27.9 35.0 42.5 30.9 37.8 

営業活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
△323 △2,259 1,208 3,475 2,987 

投資活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
△382 △315 427 △823 △719 

財務活動によるキャッシュ・ 

フロー（百万円） 
△1,190 △2,060 △2,607 △1,800 △2,098 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
6,320 4,424 7,087 9,058 8,029 

従業員数（人） 607 631 624 623 623 

(2）提出会社の経営指標等          

完成工事高（百万円） 14,281 16,025 16,541 30,494 33,347 

経常利益（百万円） 1,827 1,939 2,072 4,115 4,009 

中間（当期）純利益(百万円) 1,822 1,798 1,826 3,846 2,586 

資本金（百万円） 6,889 6,889 6,889 6,889 6,889 

発行済株式総数（千株） 66,386 66,386 66,386 66,386 66,386 

純資産額（百万円） 10,580 14,399 16,782 12,807 15,173 

総資産額（百万円） 33,999 33,122 36,761 35,119 36,211 

１株当たり配当額（円） － － 3.0 － 3.0 

自己資本比率（％） 31.1 43.5 45.7 36.5 41.9 

従業員数（人） 310 303 299 305 297 



 （注）１．完成工事高には、消費税等は含まれていない。 

２．（(1）連結経営指標等）第65期中、第65期及び第66期中の「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益」の金額については、潜在株式がないため記載していない。 

３．（(1）連結経営指標等）第64期中及び第64期の「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」の金額に

ついては、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載していない。 

４．（(2）提出会社の経営指標等）「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益」及び「潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載していな

い。 

 ５．第65期中より、純資産の算定にあたり「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号）を適用している。 

６．第64期中より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９日）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日））を適用している。 

２【事業の内容】 

当社及び当社の関係会社（連結子会社10社）は、熱絶縁工事を中心とする建設工事業及び機械器具製造業の事業活

動を展開している。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１.従業員数は就業人員である。 

２.「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」（不動産賃貸収入及び賃貸原価）に記載の

とおり、当中間連結会計期間より不動産賃貸収入及び賃貸原価の会計処理を変更している。この変更に伴

い、セグメントの「その他」については該当なしとなっている。   

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員である。 

(3）労働組合の状況 

 当社グループには、当社の「明星労働組合」（155 名）及び㈱よしみねの「よしみね労働組合」（81名）が組織

されている。なお、労使の関係は安定している。 

  （平成19年９月30日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

建設工事業 494 

機械器具製造業 130 

合計 624 

  （平成19年９月30日現在）

従業員数（人） 299 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、米国経済の減速懸念・原油価格高騰等の不透明要因はあるものの、

堅調な企業業績を背景とする設備投資の増加、雇用状況の改善により、景気は緩やかな回復基調にて推移した。 

当社グループ（当社及び連結子会社）においては、民間設備投資の増加により、建設工事業分野においては断熱工

事の国内需要が前期に引続いて旺盛であり、国内保守工事等の受注・引渡しが堅調に推移するとともに、ＬＮＧ関

連工事についても順調に進捗した。しかしながら、機械器具製造業において前期末受注残高の減少の影響で引渡し

が減少したことにより、売上高は21,495百万円（対前年同期比7.8％減）の計上となった。営業利益については、

売上高の減少や不動産賃貸収益の計上方法変更等の利益減少要因はあったが、販売費及び一般管理費において人件

費、貸倒引当金繰入額等が減少したことにより、2,337百万円（対前年同期比0.4％減）の計上となった。経常利益

については、不動産賃貸収入の増加はあったが、為替差損の影響により、2,128百万円（対前年同期比4.1％減）の

計上となった。中間純利益は、1,864百万円（対前年同期比0.8％減）の計上となった。 

 なお、受注高については、建設工事業は国内設備投資の増加等により、19,723百万円（対前年同期比3.6％増）

となった。機械器具製造業については2,154百万円（対前年同期比20.6％増）となり、全体では21,877百万円（対

前年同期比5.0％増）となった。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

 なお、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」（不動産賃貸収入及び賃貸原価）に記載

のとおり、当中間連結会計期間より不動産賃貸収入及び賃貸原価の会計処理を変更している。この変更に伴い、セ

グメントの「その他」については該当なしとなっている。   

① 建設工事業 

 クリーンルーム関連工事は減少したが、需要拡大に伴う国内保守工事の増加により断熱工事が堅調に推移したた

め、売上高は、19,870百万円（対前年同期比1.7％増）の計上となった。営業利益については、営業費用の支出抑

制効果により、2,391百万円（対前年同期比7.9％増）の計上となった。 

② 機械器具製造業 

 主力であるボイラー分野において、前年同期においては受注案件の引渡し・進捗が好調に推移したこともあり、

当中間期の売上高は1,624百万円（対前年同期比56.2％減）の計上にとどまった。営業利益についても、営業費用

の減少はあったが、売上高の減少に伴い、93百万円の営業損失（前年同期は34百万円の営業利益）となった。 

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりである。 

① 日本 

 日本においては、建設工事業の国内保守工事は堅調に推移したが、機械器具製造業において前期末受注残高の減

少の影響で引渡しが減少したことにより、売上高は20,799百万円（対前年同期比9.1％減）の計上にとどまった。

営業利益については、営業費用の減少により2,164百万円（対前年同期比0.8%減）の計上となった。 

② アジア・アフリカ 

 当中間連結会計期間においては、ＬＮＧ関連工事の進捗が進んだ結果、売上高は696百万円（対前年同期比

63.2％増）の計上となった。営業利益についても売上拡大の影響により12百万円（前年同期は33百万円の営業損

失）の計上となった。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ942百万円減少し、7,087百万円（対前期比11.7％減）となった。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は1,208百万円（対前年同期比3,468百万円増）と、前年同期と比較し大幅に増加し

た。主な増加要因は売上債権の回収が進んだことによるものである。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果得られた資金は427百万円（対前年同期比743百万円増）となった。有形固定資産の取得により

308百万円の支出があったが、投資先残余財産の分配による1,026百万円の収入があり、増加となった。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は2,607百万円（対前年同期比547百万円減）となった。新中期経営計画の課題であ

る有利子負債の圧縮を引続き推し進めたことによるものである。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）受注高 

 （注） 上記以外の事業では、「受注」生産形態をとっていないこともあり記載していない。 

(2）完成工事高 

 （注）１．当連結企業集団では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は省略している。 

２．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであ

る。 

  前中間会計期間 

   該当する相手先はない。 

  当中間会計期間 

   ㈱川崎造船   2,190百万円   10.2％ 

３．上記金額には消費税等は含まれていない。 

 なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。 

建設業における受注工事高及び施工高の状況 

① 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

事業の種類別セグメントの名称 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

前年同期比 （自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

建設工事業（百万円） 19,041 19,723 103％ 

機械器具製造業（百万円） 1,785 2,154    120％ 

合計（百万円） 20,826 21,877 105％ 

事業の種類別セグメントの名称 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

前年同期比 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

建設工事業（百万円） 19,546 19,870   101％ 

機械器具製造業（百万円） 3,705 1,624   43％ 

その他（百万円） 61 －    － 

合計（百万円） 23,313 21,495   92％ 

種類 
期首繰越工事 
高（百万円） 

期中受注工事 
高（百万円） 

計 
（百万円） 

期中完成工事 
高（百万円） 

期末繰越工事高 
期中施工高 
（百万円） 手持工事高 

（百万円） 
うち施工高（百万円） 

            ％    

施工 8,973 15,697 24,671 15,318 9,353 36.4 3,401 15,488 

販売 1,643 459 2,103 707 1,395 － － 707 

計 10,617 16,157 26,774 16,025 10,748 31.6 3,401 16,195 

種類 
期首繰越工事 
高（百万円） 

期中受注工事 
高（百万円） 

計 
（百万円） 

期中完成工事 
高（百万円） 

期末繰越工事高 
期中施工高 
（百万円） 手持工事高 

（百万円） 
うち施工高（百万円） 

            ％    

施工 9,626 16,475 26,101 15,388 10,713 37.8 4,050 16,982 

販売 1,765 753 2,518 1,153 1,365 － － 1,153 

計 11,392 17,228 28,620 16,541 12,079 33.5 4,050 18,135 



前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、期中受注工事高

にその増減額が含まれる。したがって期中完成工事高にもかかる増減額が含まれる。 

２．期末繰越工事高の施工高は支出金により手持工事高の施工高を推定したものである。 

３．期中施工高は（期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高）に一致する。 

４．海外工事受注高 

５．上記金額には消費税等は含まれていない。 

② 完成工事高 

 （注）１．完成工事高の内で主なもの 

２．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は、次のとおりであ

る。 

前中間会計期間 

該当する相手先はない。 

当中間会計期間 

㈱川崎造船   2,190百万円   13.2％ 

三菱重工業㈱  1,805百万円   10.9％ 

種類 
期首繰越工事 
高（百万円） 

期中受注工事 
高（百万円） 

計 
（百万円） 

期中完成工事 
高（百万円） 

期末繰越工事高 
期中施工高 
（百万円） 手持工事高 

（百万円） 
うち施工高（百万円） 

            ％    

施工 8,973 32,339 41,313 31,686 9,626 25.5 2,456 30,911 

販売 1,643 1,782 3,426 1,661 1,765 － － 1,661 

計 10,617 34,122 44,739 33,347 11,392 21.6 2,456 32,572 

前中間会計期間 422百万円   受注総額に対して 2.6％ 

当中間会計期間   526百万円   〃   3.0％ 

期別 部門別 
国内 

海外（百万円） 
合計 

（百万円） 
官公庁（百万円） 民間（百万円） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

断熱 96 13,573 1,648   (10.8)％ 15,318 

材料売上 － 497 209   (29.7) 707 

計 96 14,070 1,858   (11.6) 16,025 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

断熱 35 14,811 542   (3.5) 15,388 

材料売上 － 703 449   (39.0) 1,153 

計 35 15,514 992   (6.0) 16,541 

前中間会計期間 TSKJ-SERVICOS ＬＮＧプラント保冷工事 

  川崎造船㈱ ＬＮＧ船タンク防熱工事 

当中間会計期間 TSKJ-SERVICOS ＬＮＧプラント保冷工事 

  川崎造船㈱ ＬＮＧ船タンク防熱工事 



３．海外欄の括弧内の数字は輸出割合である。なお、主要海外工事地域及び海外工事売上高に対する地域別割合

は、次のとおりである。 

４．上記金額には消費税等は含まれていない。 

③ 手持工事高（平成19年９月30日現在） 

 （注）１．手持工事高の主なもの 

２．上記金額には消費税等は含まれていない。 

３【対処すべき課題】 

会社の支配に関する基本方針 

1.会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下、「基本方針」という。） 

 当社は、上場会社として、当社の株式について株主、投資家の皆様による自由な取引が認められている以上、当社

株式に対する大量買付がなされた場合においても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを

一概に否定するものではない。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、 終的には株主の

皆様の総意に基づき行われるべきものと考えている。 

しかしながら、昨今、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意などのプロセス

を経ることなく、突如として大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつある。そして、かかる株式の

大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式

の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、

あるいは対象会社の取締役会が代替案を提供するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提

示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同

の利益に資さないものも少なくない。 

 当社はこのように、当社の企業価値、株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれがある買収者は、当社の会社の財

務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、長年培ってきた当社の企業風土を背景として、

中長期的な視点に立った事業展開を行い、もって、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させる者が、当社の会社

の財務および事業の方針の決定を支配する者として望ましいと考えている。 

 

2.財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み 

 (1)当社の企業価値の源泉について 

 当社は、近年「エネルギー」と「エコロジー」の豊かな共存こそが、企業に課せられた重要なテーマといわれるな

かで、昭和19年の創業以来、「顧客の創造と信頼の確保」、「社会への貢献」、「未来への挑戦」という経営理念に

基づき、コア事業である断熱工事・技術を通じてエネルギーの有効利用に貢献するとともに、事業領域拡大のため、

燃焼技術を基礎としたボイラの製造・据付、クリーンルーム内装工事および環境関連事業にも取組んでいる。 

 これらにより、当社の技術力は、ユーザーから高い信頼を得るとともに、地球規模の課題である省エネルギーや環

境保全の推進により、企業価値の向上および株主共同の利益の確保・向上に努めてきた。 

 当社の企業価値の源泉は、上記の分野において ①国内・海外市場において長年培ってきた事業の豊富な実績と確

かな技術力、②次世代産業である環境分野のさまざまな領域における施工実績、③ユーザーのあらゆるニーズに対応

地域 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

東南アジア（％） 11.3 29.2 

アフリカ及び中近東（％） 58.2 50.3 

南米（％） － 17.0 

ヨーロッパ（％） 30.0 3.5 

その他（％） 0.5 － 

計（％） 100.0 100.0 

部門別 官公庁（百万円） 民間（百万円） 合計（百万円） 

施工 74 10,638 10,713 

販売 － 1,365 1,365 

計 74 12,004 12,079 

三菱重工業㈱ ＬＮＧ船タンク防熱工事 平成20年９月完成予定 

川崎造船㈱ ＬＮＧ船タンク防熱工事 平成20年３月完成予定 



するため確立された設計・施工のトータルエンジニアリング体制などにある。 

 変化の激しい事業環境のなかで、上記の基本的な考えのもと、「改革、スピード＆チャレンジ」をキーワードに、

全てのステークホルダーとの信頼関係を構築しながら、中長期的観点のもと安定的に企業価値を向上させるため、こ

れらの経営諸施策を確実に実施し、常に未来に挑戦している。  

 (2)中期経営計画について 

 当社は平成17年2月に平成19年を 終年度とする中期経営計画を策定している。計画の基本的な内容は「収益力の

強化（経常利益30億円目標）」・「有利子負債の圧縮（早期に有利子負債額150億円以下に）」・人事戦略（成果主

義人事制度導入、スキルの継承等による人材育成）が骨子となっている。中期経営計画に対する進捗については、計

画に織り込んでいた減損会計の実施があったが、収益構造、財務体質ともに計画数値を上回っており、更に収益力の

強化に努め、経営資源の 適化および事業構造の変革を実施し、一層の財務体質の改善を図ることによって、いわば

「未来への発展の礎を築くこと」を主な経営課題としている。   

  

 (3)コーポレート・ガバナンスの強化 

  当社は監査役会設置会社の形態を選択しており、現在の企業統治形態は、意思決定の迅速性、効果的な内部牽制の

両面において、十分機能していると考えている。 

監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、監査室が中心となり業務を支援している。また、

監査役の活動は、取締役会への出席、本社その他の主要事業所および子会社への監査、会計監査人からの監査計画お

よび会計監査結果報告を中心に行っている。 

また、内部監査は監査室が毎事業年度の開始前に年度監査計画を策定、取締役会に報告し、各事業所の業務運営と会

計処理が法令および社内規定に基づき適正に行われているかについて監査を実施し、結果については関係する取締役

および対象事業所に報告し、必要に応じて関連部門と連携委員会を開催している。 

当社グループは、経営の透明性の維持、適時適切な情報開示の実施、諸施策に取組むことがコーポレート・ガバナン

スに関する基本的な考えと位置づけ、今後も、業務執行の監視体制を強化し、企業価値ひいては株主共同の利益の確

保・向上を図っていく所存である。 

  

3.基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止  

 するための取組み 

 1.に記載のとおり、当社が今後も企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるためには、長年培ってきた企業風

土を背景とした中長期的な視点に立った事業展開が必要不可欠であり、これらが当社の株式の大量買付を行う者によ

り確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになる。 

 一方、外部者である買収者からの買収の提案を受けた際に、株主の皆様が、当社の有形無形の経営資源、将来を見

据えた施策の潜在的効果、その他当社の企業価値を構成するさまざまな事項を適切に把握したうえで、当該買付が当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を判断することは、必ずしも容易ではない。 

 これらの事情に加え、当社の発行する株式は、今後その流動性が増す可能性もあることも踏まえ、当社としては、

当社株式に対する大量買付が行われた際に、当該大量買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社

取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために交渉を行うこと等

を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要

不可欠であると考えている。 

 そこで、平成19年５月11日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務

および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みである「当社株式の大量取得行為に関する対応

策」（買収防衛策）を決議し、平成19年６月28日開催の第65回定時株主総会に提出、承認された。  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 



５【研究開発活動】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、顧客のニーズに迅速に対応するため、材料・製品等の開発・改良から施

工技術の開発まで、幅広く積極的に活動を行っている。 

 現在、研究開発は、当社の中央研究所及び各技術部門を中心に、工事部門及び関係会社、協力会社と密接に連携

し、推進している。 

 当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は57百万円である。 

建設工事業 

 断熱工事専門業者として、在来工法との技術の差別化、新規材料・工法の開発、原価の低減につながる工法開発を

行っている。特に超低温保冷分野においては他社に先駆けていち早く工法の開発に着手し、業界での優位性を維持し

ている。 

 またマーケットニーズに応えるため、課題をとりあげ、鋭意開発を行っている。 

 保冷工事の主材料である硬質ウレタンフォームのノンフロン処方を確立しつつある。 

  原子力発電所内の保温工事用に従来の金属保温材及びカプセル保温材を改良したものを開発した。 

 当事業における研究開発費は57百万円である。 

・ＬＮＧ工事関連 

 ＬＮＧ運搬船において、地球環境問題で注目されているオゾン層破壊ガスの対策として破壊係数０の硬質ウレタン

フォームを採用しているが、さらに地球温暖化対策としてノンフロン処方硬質ウレタンフォームを開発中である。 

 海外出荷基地、ＬＮＧ運搬船、国内の受入基地における断熱工事に関し、鋭意新規材料・工法の開発に取り組んで

いる。 

 ＬＮＧタンクにおける保冷構造の改良工法を検討し、実証試験を行った。 

・新規材料・工法開発 

 防錆性能のあるケイ酸カルシウム保温材「ケイカルエースＷＩＮ」を開発し、製造体制を確立し、営業展開中であ

る。 

 ライニング材の点検工法を開発し、実機での確認を行い、営業展開を図っている。 

 特殊光触媒による光エネルギー変換技術と金属亜鉛によるカソード防食とを組合わせた新規防食塗料を塗料メーカ

ーと開発し、今後、実証試験と併行して営業拡販を行う予定である。 

 特殊シール材の開発を行い、更に新しいタイプの外装材の検討を進めている。 

・周辺分野 

 防音工事においては、騒音マップ作成ソフトを開発済であり、更に、特殊吸音材の開発を継続中である。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はな

い。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

 （注） 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めている。 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項なし。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 190,000,000 

計 190,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数

（株） （平成19年９月30日） 
提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月14日） 

上場金融商品取引所名又は登
録認可金融商品取引業協会名 

内容 

普通株式 66,386,718 同左  大阪証券取引所（市場第一部） － 

計 66,386,718  同左 － － 

年月日 
発行済株式総数
増減数（千株） 

発行済株式総数
残高（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増減
額（百万円） 

資本準備金残高
（百万円） 

平成19年４月１日～  

平成19年９月30日  
－ 66,386 － 6,889 － 999 



(5）【大株主の状況】 

 （注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権２個）含まれ

ている。 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株

式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 4,277 6.44 

大同生命保険株式会社 大阪市西区江戸堀１丁目２番１号 4,032 6.07 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 2,958 4.46 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 2,957 4.45 

財団法人富本奨学会 大阪市西区京町堀１丁目８番５号 2,695 4.06 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 2,533 3.82 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 2,450 3.69 

ザ チェースマンハッタン バンク 

３８５０３２ 

（常任代理人 株式会社みずほコーポレ

ート銀行兜町証券決済業務室） 

英国・ロンドン 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
2,024 3.05 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 1,930 2.91 

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社（信託口）  
東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,866 2.81 

計 － 27,724 41.76 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,277千株 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,866千株 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

－ － 
普通株式 213,000 

完全議決権株式（その他） 普通株式 65,577,000 65,577 － 

単元未満株式 普通株式 596,718 － １単元（1,000株）未満の株式 

発行済株式総数 66,386,718 － － 

総株主の議決権 － 65,577 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものである。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有株

式数（株） 

他人名義所有株

式数（株） 

所有株式数の合

計（株） 

発行済株式総数に対

する所有株式数の割

合（％） 

（自己保有株式） 

明星工業株式会社 

大阪市西区京町堀１丁目

８番５号 
213,000 － 213,000 0.32 

計 － 213,000 － 213,000 0.32 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 573 620 582 590 548 418 

低（円） 469 518 501 515 381 331 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成の方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令

第14号）に準じて記載している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成している。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14

号）に準じて記載している。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成している。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中

間財務諸表について、新日本監査法人の中間監査を受けている。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

現金預金 ※1   4,632     7,294     8,237  

受取手形 ※4   2,712     2,786     3,040  

完成工事未収入金     15,199     12,185     13,964  

未成工事支出金     4,969     5,541     3,973  

その他たな卸資産     385     519     339  

繰延税金資産     1,150     951     981  

その他     659     603     485  

貸倒引当金     △115     △33     △82  

流動資産合計     29,591 57.9   29,849 57.6   30,940 57.5 

Ⅱ 固定資産                    

１．有形固定資産                    

建物及び構築物 ※1 7,071     7,105     7,100    

機械装置及び運搬
具 

※1 4,334     4,296     4,342    

土地 ※1 13,088     13,120     13,088    

その他   955     1,267     1,045    

減価償却累計額   △9,029 16,421 32.2 △9,258 16,532 31.8 △9,152 16,424 30.5 

２．無形固定資産                    

のれん    1     －     －    

その他   28 29 0.1 29 29 0.1 27 27 0.1 

３．投資その他の資産                    

投資有価証券 ※1 3,203     3,316     4,360    

繰延税金資産   1,085     966     1,141    

その他   881     1,384     1,068    

貸倒引当金   △143 5,025 9.8 △221 5,446 10.5 △167 6,403 11.9 

固定資産合計     21,476 42.1   22,008 42.4   22,855 42.5 

資産合計     51,067 100.0   51,857 100.0   53,796 100.0 

                     
 



   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

支払手形 ※4   3,506     2,887     3,405  

支払信託      －     690     713  

工事未払金     3,013     3,207     3,501  

買掛金      －     965     1,447  

短期借入金 ※1   4,814     7,016     5,470  

１年以内に償還予
定の社債 

※1   400     200     400  

未払法人税等     268     105     241  

未成工事受入金     1,485     1,919     1,605  

完成工事補償引当
金     75     118     150  

賞与引当金     393     363     378  

工事損失引当金     34     2     33  

役員賞与引当金     －     －     18  

その他     3,078     900     1,017  

流動負債合計     17,070 33.4   18,377 35.4   18,385 34.2 

Ⅱ 固定負債                    

社債 ※1   800     600     700  

長期借入金 ※1   8,921     4,815     8,360  

退職給付引当金     1,087     1,081     1,104  

役員退職給与引当
金     195     199     213  

繰延税金負債     3,566     3,064     3,069  

再評価に係る繰延
税金負債     641     641     641  

その他     139     265     197  

固定負債合計     15,352 30.1   10,667 20.6   14,286 26.5 

負債合計     32,422 63.5   29,044 56.0   32,672 60.7 

                     
 



   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                     

資本金     6,889 13.4   6,889 13.3   6,889 12.8 

資本剰余金     1,000 2.0   1,000 1.9   1,000 1.9 

利益剰余金     8,128 15.9   12,236 23.6   10,570 19.6 

自己株式     △67 △0.1   △85 △0.1   △72 △0.1 

株主資本合計     15,950 31.2   20,040 38.7   18,387 34.2 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

その他有価証券評

価差額金 
    917 1.8   888 1.7   928 1.7 

繰延ヘッジ損益     △14 △0.0   11 0.0   △26 △0.0 

土地再評価差額金     767 1.5   767 1.5   767 1.4 

為替換算調整勘定     268 0.5   316 0.6   289 0.5 

評価・換算差額等

合計 
    1,938 3.8   1,983 3.8   1,958 3.6 

Ⅲ 少数株主持分     756 1.5   788 1.5   778 1.5 

純資産合計     18,645 36.5   22,813 44.0   21,124 39.3 

負債純資産合計     51,067 100.0   51,857 100.0   53,796 100.0 

                     



②【中間連結損益計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 完成工事高     23,313 100.0   21,495 100.0   48,691 100.0 

Ⅱ 完成工事原価     18,812 80.7   17,183 79.9   39,725 81.6 

完成工事総利益     4,501 19.3   4,311 20.1   8,965 18.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※1   2,154 9.2   1,974 9.2   4,318 8.9 

営業利益     2,347 10.1   2,337 10.9   4,647 9.5 

Ⅳ 営業外収益                    

受取利息   10     22     24    

受取配当金   20     25     25    

為替差益   9     －     20    

不動産賃貸収入    －     98     －    

雑収入   32 72 0.3 23 170 0.8 62 132 0.3 

Ⅴ 営業外費用                    

支払利息   151     146     300    

為替差損    －     113     －    

不動産賃貸原価    －     53     －    

雑支出   49 200 0.9 65 379 1.8 84 385 0.8 

経常利益     2,218 9.5   2,128 9.9   4,395 9.0 

Ⅵ 特別利益                    

完成工事補償引当
金戻入額    － － － 31 31 0.2 － － － 

Ⅶ 特別損失                    

減損損失   5 5 0.0 － － － 5 5 0.0 

税金等調整前中間
純利益     2,213 9.5   2,159 10.1   4,389 9.0 

法人税、住民税及
び事業税   209     67     302    

法人税等調整額   78 288 1.2 210 277 1.3 72 375 0.8 

少数株主利益     45 0.2   17 0.1   67 0.1 

中間純利益     1,880 8.1   1,864 8.7   3,946 8.1 

                     



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

   株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

         （百万円） 
6,889 1,000 6,256 △56 14,089 

中間連結会計期間中の変動額           

 役員賞与 － － △8 － △8 

 中間純利益 － － 1,880 － 1,880 

 自己株式の取得 － － － △10 △10 

  自己株式の処分 － 0 － 0 0 

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
－ － － － － 

中間連結会計期間中の変動額合計   

（百万円） 
－ 0 1,871 △10 1,861 

平成18年９月30日 残高 

       （百万円） 
6,889 1,000 8,128 △67 15,950 

  評価・換算差額等 

少数株主 

持分 
純資産合計 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

土地再評価

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日 残高 

        （百万円） 
1,107 － 767 265 2,140 718 16,948 

中間連結会計期間中の変動額               

 役員賞与 － － － － － － △8 

 中間純利益 － － － － － － 1,880 

 自己株式の取得 － － － － － － △10 

  自己株式の処分 － － － － － － 0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△190 △14 － 2 △202 37 △164 

中間連結会計期間中の変動額合計  

（百万円） 
△190 △14 － 2 △202 37 1,696 

平成18年９月30日 残高 

      （百万円） 
917 △14 767 268 1,938 756 18,645 



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

   株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 

         （百万円） 
6,889 1,000 10,570 △72 18,387 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当 － － △198 － △198 

 中間純利益 － － 1,864 － 1,864 

 自己株式の取得 － － － △13 △13 

  自己株式の処分 － 0 － 0 0 

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
－ － － － － 

中間連結会計期間中の変動額合計   

（百万円） 
－ 0 1,666 △12 1,653 

平成19年９月30日 残高 

       （百万円） 
6,889 1,000 12,236 △85 20,040 

  評価・換算差額等 

少数株主 

持分 
純資産合計 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

土地再評価

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日 残高 

        （百万円） 
928 △26 767 289 1,958 778 21,124 

中間連結会計期間中の変動額               

 剰余金の配当 － － － － － － △198 

 中間純利益 － － － － － － 1,864 

 自己株式の取得 － － － － － － △13 

  自己株式の処分 － － － － － － 0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△39 37 － 27 25 10 35 

中間連結会計期間中の変動額合計  

（百万円） 
△39 37 － 27 25 10 1,689 

平成19年９月30日 残高 

      （百万円） 
888 11 767 316 1,983 788 22,813 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月の連結子会社における定時株主総会の利益処分項目である。 

   株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

         （百万円） 
6,889 1,000 6,256 △56 14,089 

連結会計年度中の変動額           

 役員賞与（注） － － △8 － △8 

 当期純利益 － － 3,946 － 3,946 

 自己株式の取得 － － － △16 △16 

  自己株式の処分 － 0 － 0 0 

繰延税金負債の減少に伴う増加 － － 375 － 375 

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
－ － － － － 

連結会計年度中の変動額合計     

（百万円） 
－ 0 4,313 △16 4,297 

平成19年３月31日 残高 

       （百万円） 
6,889 1,000 10,570 △72 18,387 

  評価・換算差額等 

少数株主 

持分 
純資産合計 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

土地再評価

差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日 残高 

        （百万円） 
1,107 － 767 265 2,140 718 16,948 

連結会計年度中の変動額               

 役員賞与（注） － － － － － － △8 

 当期純利益 － － － － － － 3,946 

 自己株式の取得 － － － － － － △16 

  自己株式の処分 － － － － － － 0 

 繰延税金負債の減少に伴う増加 － － － － － － 375 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△179 △26 － 23 △182 60 △122 

連結会計年度中の変動額合計    

（百万円） 
△179 △26 － 23 △182 60 4,175 

平成19年３月31日 残高 

      （百万円） 
928 △26 767 289 1,958 778 21,124 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー        

税金等調整前中間（当期）純利益   2,213 2,159 4,389 

減価償却費   162 173 342 

減損損失   5 － 5 

貸倒引当金の増減額（減少：△）   74 4 64 

工事損失引当金の増減額（減少：△）   34 △31 33 

退職給付引当金の増減額（減少：△）   △14 △23 2 

役員退職給与引当金の増減額 
（減少：△）   70 △13 88 

その他引当金増減額（減少：△）   △0 △65 78 

受取利息及び受取配当金   △31 △48 △49 

支払利息   151 146 300 

為替差損益（差益：△）   △1 △2 0 

投資有価証券評価損   6 － － 

役員賞与支払額   △8 － △8 

少数株主負担役員賞与支払額   △6 － △6 

売上債権の増減額（増加：△）   △2,817 2,032 △1,910 

未成工事支出金の増減額（増加：△）   △338 △1,568 657 

その他たな卸資産の増減額(増加：△)   △80 △179 △35 

未成工事受入金の増減額（減少：△）   △600 314 △480 

仕入債務の増減額（減少：△）   △1,203 △1,261 △532 

その他   412 △121 628 

（小計）   △1,970 1,515 3,569 

利息及び配当金の受取額   31 46 47 

利息の支払額   △153 △151 △315 

法人税等の支払額   △167 △202 △314 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △2,259 1,208 2,987 

 



   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー        

長期預金の増減額（増加：△）   △51 △100 △251 

定期預金の預入による支出   △100 △100 △107 

定期預金の払戻による収入   52 100 59 

投資有価証券の取得による支出   △112 △103 △338 

投資有価証券の売却による収入   110 20 330 

投資先残余財産の分配による収入    28 1,026 28 

有形固定資産の取得による支出   △248 △308 △525 

その他   6 △107 86 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △315 427 △719 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー        

社債償還による支出   △200 △300 △300 

短期借入金の純増減額（減少：△）   △862 △1,020 327 

長期借入による収入   300 700 300 

長期借入金の返済による支出   △1,204 △1,678 △2,301 

ファイナンス・リース債務の返済によ
る支出   △81 △90 △107 

少数株主への配当金の支払額   △5 △7 △5 

少数株主の払込による収入   3 － 3 

配当金の支払額    － △198 － 

その他   △10 △12 △15 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △2,060 △2,607 △2,098 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   1 28 10 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)   △4,633 △942 180 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   9,058 8,029 9,058 

Ⅶ 連結除外による現金及び現金同等物の減
少高   － － △1,209 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高   4,424 7,087 8,029 

         



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  子会社12社のうち11社を連結し

ている。 

主要な連結子会社名 

 ㈱よしみね、明星建工㈱、明星

不動産㈱、日本ケイカル㈱、 

MEISEI INTERNATIONAL  

PTE.LTD. 

 なお、当中間連結会計期間よ

り、PT.MEISEI INDONESIA及び 

MEISEI MIDDLE EAST W.L.L.の２

社が新規連結子会社となってい

る。  

  

  

 

 

    

非連結子会社名 

MEISEI INDUSTRIAL(M)

SDN.BHD. 

 同社は平成17年11月22日に特

別清算の開始が決定し、重要性

が乏しいため連結の範囲から除

外している。 

 子会社12社のうち10社を連結し

ている。 

主要な連結子会社名 

 ㈱よしみね、明星建工㈱、 

日本ケイカル㈱、

MEISEI INTERNATIONAL  

PTE.LTD. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

    

非連結子会社名 

MEISEI INDUSTRIAL(M) 

SDN.BHD. 

 同社は平成17年11月22日に特別

清算の開始が決定し、重要性が乏

しいため連結の範囲から除外して

いる。  

非連結子会社名 

明星不動産株式会社  

同社は平成19年３月19日に解散

決議を行い、重要性が乏しいため

連結の範囲から除外している。 

 子会社12社のうち10社を連結し

ている。 

主要な連結子会社名 

 ㈱よしみね、明星建工㈱、 

日本ケイカル㈱、 

MEISEI INTERNATIONAL  

PTE.LTD. 

 なお、当連結会計年度より、

PT.MEISEI INDONESIA及び 

MEISEI MIDDLE EAST W.L.L.の

２社が新規連結子会社となって

いる。また、前連結会計年度ま

で連結子会社であった明星不動

産㈱は、平成19年３月19日に解

散決議を行ったことにより、当

連結会計年度において連結の範

囲から除外している。 

非連結子会社名 

MEISEI INDUSTRIAL(M) 

SDN.BHD. 

 同社は平成17年11月22日に特別

清算の開始が決定し、重要性が乏

しいため連結の範囲から除外して

いる。 

 非連結子会社名 

 明星不動産株式会社  

 同社は平成19年３月19日に解散

決議を行い、重要性が乏しいため

連結の範囲から除外している。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用していない非連結

子会社名 

 MEISEI INDUSTRIAL(M)SDN.BHD. 

 同社は平成17年11月22日に特別

清算の開始が決定し、重要性が乏

しいため持分法の適用範囲に含め

ていない。 

 持分法を適用していない非連結

子会社名 

 MEISEI INDUSTRIAL(M)SDN.BHD. 

 同社は平成17年11月22日に特別

清算の開始が決定し、重要性が乏

しいため持分法の適用範囲に含め

ていない。 

持分法を適用していない非連結

子会社名 

 MEISEI INDUSTRIAL(M)SDN.BHD. 

 同社は平成17年11月22日に特別

清算の開始が決定し、重要性が乏

しいため持分法の適用範囲に含め

ていない。 

    

  

持分法を適用していない非連結

子会社名  

明星不動産株式会社  

 同社は平成19年３月19日に解散

決議を行い、重要性が乏しいため

持分法の適用範囲に含めていな

い。 

 持分法を適用していない非連結

子会社名 

 明星不動産株式会社  

 同社は平成19年３月19日に解散

決議を行い、重要性が乏しいため

持分法の適用範囲に含めていな

い。  

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

３．連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項 

 連結子会社のうち、在外連結子

会社であるMEISEI INTERNATIONAL 

PTE.LTD.ほか３社の中間決算日は

６月30日である。 

中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同決算日現在の中間財務

諸表を使用しており、中間連結決

算日までの期間に発生した重要な

取引については連結上必要な調整

を行っている。 

同左   連結子会社のうち、在外連結子

会社であるMEISEI INTERNATIONAL  

PTE.LTD.ほか３社の決算日は12月 

31日である。 

 連結財務諸表の作成にあたって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しており、連結決算日までの期

間に発生した重要な取引について

は連結上必要な調整を行ってい

る。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

満期保有目的債券 

……償却原価法（定額

法）による。 

(イ）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① 有価証券 

 ─────  

  

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

満期保有目的債券 

……償却原価法（定額

法）による。 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

……中間期末日の市場

価格等に基づく時

価法（評価差額は

全部純資産直入法

により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定して

いる）による。 

その他有価証券 

時価のあるもの  

 ……同左  

その他有価証券 

時価のあるもの 

……期末日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定してい

る）による。 

  時価のないもの 

……移動平均法に基づ

く原価法による。 

時価のないもの 

……同左 

時価のないもの 

……同左 

  ② デリバティブ取引 

……時価法による。 

② デリバティブ取引 

……同左 

② デリバティブ取引 

……同左 

  ③ たな卸資産 

未成工事支出金 

……個別法に基づく原価

法による。 

③ たな卸資産 

未成工事支出金 

……同左 

③ たな卸資産 

未成工事支出金 

……同左 

  その他たな卸資産 

……主として移動平均法

に基づく原価法によ

る。 

その他たな卸資産 

……同左 

その他たな卸資産 

……同左 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

有形固定資産 

連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社 

……定率法 

 ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は、

定額法を採用している。 

(ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

有形固定資産 

同左 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 

同左 

  在外連結子会社 

……定額法 

   

  (ハ）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社は、債権

の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を

計上している。 

 在外連結子会社は債権に

ついては、個別に回収不能

見込額を計上している。 

(ハ）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(ハ）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 完成工事補償引当金 

 連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社の一部

は、引渡しを完了した工事

に係る瑕疵担保の費用に備

えるため、将来の見積補償

額に基づき計上している。 

② 完成工事補償引当金 

同左 

② 完成工事補償引当金 

同左 

  ③ 賞与引当金 

 連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社は、従業

員（使用人兼務役員を含

む）に支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額

に基づき当中間連結会計期

間負担額を計上している。 

  

 ─────  

③ 賞与引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

 ─────  

 ③ 賞与引当金 

 連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社は、従業

員（使用人兼務役員を含

む）に支給する賞与に充て

るため、翌連結会計年度の

支給見込額のうち当連結会

計年度対応額を見積計上し

ている。 

④ 役員賞与引当金 

 国内連結子会社の一部

は、役員に対する賞与に備

え、支給見込額を計上して

いる。 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上してい

る。 

 なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定

額法により発生翌連結会計

年度から費用処理してい

る。 

 また、過去勤務債務につ

いては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（10年）による

定額法により費用処理して

いる。 

④ 退職給付引当金 

同左 

⑤ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上している。 

 なお、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定

額法により発生翌連結会計

年度から費用処理してい

る。 

 また、過去勤務債務につ

いては、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（10年）による

定額法により費用処理して

いる。 

  ⑤ 役員退職給与引当金 

 連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社の一部は

役員の退職金の支給に充て

るため、内規に基づく中間

期末要支給額を計上してい

る。 

⑤ 役員退職給与引当金 

同左 

⑥ 役員退職給与引当金 

 連結財務諸表提出会社及

び国内連結子会社の一部は

役員の退職金の支給に充て

るため、内規に基づく期末

要支給額を計上している。 

  ⑥ 工事損失引当金   

 連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社の一部は、受

注工事に係る将来の損失に備

えるため、当中間連結会計期

間末手持工事のうち損失の発

生が見込まれ、かつ、その金

額を合理的に見積もることが

できる工事について、損失見

込額を計上している。 

（追加情報） 

 連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社の一部は,工

事受注損失につき、金額的重

要性が増してきたため、当中

間連結会計期間より必要と見

積もられる金額につき引当計

上している。この結果、従来

の方法によった場合と比較し

て、営業利益、経常利益、及

び税金等調整前中間純利益が

それぞれ34百万円減少してい

る。セグメント情報に与える

影響は当該箇所に記載してい

る。  

⑥ 工事損失引当金   

 連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社の一部は、受

注工事に係る将来の損失に備

えるため、当中間連結会計期

間末手持工事のうち損失の発

生が見込まれ、かつ、その金

額を合理的に見積もることが

できる工事について、損失見

込額を計上している。 

⑦ 工事損失引当金 

連結財務諸表提出会社及び国

内連結子会社の一部は、受注

工事に係る将来の損失に備え

るため、当連結会計年度末手

持工事のうち損失の発生が見

込まれ、かつ、その金額を合

理的に見積もることができる

工事について、損失見込額を

計上している。 

（追加情報） 

 連結財務諸表提出会社及び

国内連結子会社の一部は,工事

受注損失につき、金額的重要

性が増してきたため、当連結

会計年度より必要と見積もら

れる金額につき引当計上して

いる。この結果、従来の方法

によった場合と比較して、営

業利益、経常利益、及び税金

等調整前当期純利益がそれぞ

れ33百万円減少している。セ

グメント情報に与える影響は

当該箇所に記載している。   

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (ニ）重要な外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理している。 

 なお、在外連結子会社の資

産及び負債、収益及び費用は

中間連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めて計上している。  

(ニ）重要な外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換算基準 

同左 

  

  

  

  

(ニ）重要な外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理している。 

 なお、在外連結子会社の資

産、負債、収益及び費用は連

結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替換算

調整勘定及び少数株主持分に

含めて計上している。 

  (ホ）収益及び費用の計上基準 

 長期大型（工期１年以上且

つ請負金額５億円以上）の工

事に係る収益の計上について

は工事進行基準を、その他の

工事については工事完成基準

を適用している。 

 ただし、在外連結子会社に

ついては工事進行基準を適用

している。 

 なお、工事進行基準による

完成工事高は5,271百万円で

ある。 

(ホ）収益及び費用の計上基準 

 長期大型（工期１年以上且

つ請負金額５億円以上）の工

事に係る収益の計上について

は工事進行基準を、その他の

工事については工事完成基準

を適用している。 

 ただし、在外連結子会社に

ついては工事進行基準を適用

している。 

 なお、工事進行基準による

完成工事高は3,627百万円で

ある。 

(ホ）収益及び費用の計上基準 

 長期大型（工期１年以上且

つ請負金額５億円以上）の工

事に係る収益の計上について

は工事進行基準を、その他の

工事については工事完成基準

を適用している。 

 ただし、在外連結子会社に

ついては工事進行基準を適用

している。 

 なお、工事進行基準による

完成工事高は9,798百万円で

ある。 

  (ヘ）重要なリース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理を採用している。 

(ヘ）重要なリース取引の処理方

法 

同左 

(ヘ）重要なリース取引の処理方

法 

同左 

  (ト）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 原則として、繰延ヘッジ

処理によっている。 

 なお、特例処理の要件を

満たしている金利スワップ

等については、特例処理を

採用している。 

(ト）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(ト）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当中間連結会計期間にヘ

ッジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下の

とおりである。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとお

りである。 

  ａ．ヘッジ手段 

通貨オプション 

ａ．ヘッジ手段 

同左 

ａ．ヘッジ手段 

為替予約及び通貨オ

プション 

  ヘッジ対象 

材料輸入による外貨

建買入債務 

ヘッジ対象 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

  ｂ．ヘッジ手段 

金利スワップ 

ｂ．ヘッジ手段 

同左 

ｂ．ヘッジ手段 

金利スワップ及び金

利オプション 

  ヘッジ対象 

短期借入金及び長期

借入金 

ヘッジ対象 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ③ ヘッジ方針 

 当社及び連結子会社の一

部においては、為替リスク

及び金利リスクを効果的に

回避する手段として、現在

及び将来の債権及び債務の

残高の範囲内でデリバティ

ブ取引を行っており、投機

目的やトレーディング目的

での取引は一切行っていな

い。なお、デリバティブ取

引の執行にあたっては、個

別に取締役会で実施方針を

決定している。また、連結

子会社におけるデリバティ

ブ取引の執行にあたって

は、その都度事前に当社に

報告され、当社の主導のも

と実施方針を決定してい

る。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計又は

相場変動とヘッジ手段のキ

ャッシュ・フロー変動の累

計又は相場変動を比較し、

両者の変動額等を基礎にし

て、ヘッジ有効性を評価し

ている。ただし、特例処理

を採用している金利スワッ

プ等については、有効性の

評価を省略している。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  (チ）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用してい

る。 

(チ）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(チ）その他連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結（連結）キャッ

シュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 手許現金、随時引出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっている。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用してい

る。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

17,903百万円である。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間連結貸

借対照表の純資産の部については、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成している。 

       ───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する  

会計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用している。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

20,371百万円である。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、改正後の連結財務諸表規

則により作成している。 

 ─────  

  

 ─────  

  

（役員賞与に関する会計基準） 

 国内連結子会社の一部は当連結会計年度よ

り、「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号 平成17年11月29日）を適用し

ている。 

 この結果、従来の方法によった場合と比較

して、営業利益、経常利益、及び税金等調整

前当期純利益がそれぞれ18百万円減少してい

る。セグメント情報に与える影響は当該箇所

に記載している。 

  ─────  

  

（不動産賃貸収入及び賃貸原価） 

 従来、売上高・売上原価として処理をして

いた不動産賃貸収入及び賃貸原価につき、前

連結会計年度においてグループ内で資産の移

管を実施したことにより、その業容を見直し

た結果、当中間連結会計期間より営業外収益

及び営業外費用に計上することに変更した。 

 これにより当中間連結会計期間において、

従来の方法と比較して、売上高は98百万円減

少し、営業利益は44百万円減少している。経

常利益及び税金等調整前中間純利益へ与える

影響はない。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載している。  

 ─────   

  ─────  

  

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 当社及び国内連結子会社は法人税法の改正

に伴い、当中間連結会計期間より平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更している。これによる損益に与える

影響は軽微である。 

 ─────   



表示方法の変更 

追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記されて

いたものは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示している。 

（中間連結貸借対照表） 

 1.前中間連結会計期間まで流動負債の「その他」に含めて表示してい

た「支払信託」は、金額的重要性が増したため区分掲記している。

なお、前中間連結会計期間における「支払信託」の金額は537百万

円である。 

2.前中間連結会計期間まで流動負債の「その他」に含めて表示してい

た「買掛金」は、金額的重要性が増したため区分掲記している。な

お、前中間連結会計期間における「買掛金」の金額は1,226百万円

である。  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 

  

  

  

  

（有形固定資産の減価償却の方法）  

 当社及び国内連結子会社は法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形

固定資産については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により、取得価額

の５%に到達した連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５%相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上している。 

 これにより当中間連結会計期間において、

従来の方法と比較して、営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ20百

万円減少している。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載している。   

────── 

  

  

  

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 担保に供している資産 

 担保に供している資産は次のとおり

である。 

※１ 担保に供している資産 

 担保に供している資産は次のとおり

である。 

※１ 担保に供している資産 

 担保に供している資産は次のとおり

である。 

①工場財団 ①工場財団等 ①工場財団等 

土地  10,307百万円

建物及び構築物   1,699百万円

機械装置及び運搬具   55百万円

建物及び構築物（工

場財団抵当権） 

    166百万円

 

機械装置及び運搬具

（工場財団抵当権） 

    42百万円

 

土地（工場財団抵当

権） 

  1,591百万円

 

建物及び構築物（抵

当権）  

1,421百万円

  

土地（抵当権）  8,715百万円 

建物及び構築物（工

場財団抵当権） 

    172百万円

 

機械装置及び運搬具

（工場財団抵当権） 

     50百万円

 

土地（工場財団抵当

権） 

  1,591百万円

 

建物及び構築物（抵

当権）  

1,352百万円

  

土地（抵当権）  8,715百万円 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

短期借入金    2,500百万円

長期借入金    6,850百万円

保証債務（社債）    1,000百万円

短期借入金   4,800百万円

長期借入金  4,400百万円

保証債務（社債）  800百万円

短期借入金    2,550百万円

長期借入金    8,000百万円

保証債務（社債）      900百万円

 ただし、上記債務のうち、根抵当権

設定極度額は6,500百万円である。 

 ただし、上記債務のうち、根抵当権

設定極度額は6,500百万円である。 

 ただし、上記債務のうち、根抵当権

設定極度額は6,500百万円である。 

②その他 ②その他 ②その他 

現金預金    100百万円

建物及び構築物   70百万円

土地    981百万円

投資有価証券    847百万円

現金預金 100百万円

建物及び構築物 64百万円

土地 975百万円

投資有価証券 871百万円

現金預金     100百万円

建物及び構築物     66百万円

土地     975百万円

投資有価証券     824百万円

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

短期借入金    740百万円

長期借入金    28百万円

短期借入金 428百万円 短期借入金      724百万円

２ 貸出コミットメントライン（融資枠）

契約 

 運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引金融機関６行とコミットメン

トライン契約を締結している。 

 上記契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高等 

２ 貸出コミットメントライン（融資枠）

契約 

 運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引金融機関６行とコミットメン

トライン契約を締結している。 

 上記契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高等 

２ 貸出コミットメントライン（融資枠）

契約 

 運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引金融機関６行とコミットメン

トライン契約を締結している。 

 上記契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高等 

貸出コミットメント

ラインの総額 
    4,000百万円

借入金実行残高      800百万円

差引額     3,200百万円

貸出コミットメント

ラインの総額 
 4,000百万円

借入金実行残高     400百万円

差引額   3,600百万円

貸出コミットメント

ラインの総額 
4,000百万円

借入金実行残高 －百万円

差引額 4,000百万円

  

  

  

  

３ 保証債務 

 連結会社以外の会社の受注工事に対

する契約履行保証、前受金返還保証に

伴い、銀行が保証状発行を行ったこと

に対する保証を行っている。 

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA 
  18百万円

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA/PT.MEISEI 

INDONESIA JO   

104百万円

  

  

  

  

３ 保証債務 

 連結会社以外の会社の受注工事に対

する契約履行保証、前受金返還保証に

伴い、銀行が保証状発行を行ったこと

に対する保証を行っている。 

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA 
18百万円

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA/PT.MEISEI 

INDONESIA JO   

264百万円

   なお、平成19年３月30日に新規コミ

ットメントライン契約を更新してお

り、旧契約における借入実行残高は、

800百万円である。 

３ 保証債務 

 連結会社以外の会社の受注工事に対

する契約履行保証、前受金返還保証に

伴い、銀行が保証状発行を行ったこと

に対する保証を行っている。 

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA 
18百万円

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA/PT.MEISEI 

INDONESIA JO    

104百万円

 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※４ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形は手形交換

日をもって決済処理しており、当中

間連結会計期間末日は金融機関の休

日のため、中間期末日満期手形は、

中間期末残高に含まれている。  

  

  

 受取手形 154百万円 

 支払手形 367百万円 

※４ 中間期末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については手形交換日をも

って決済処理している。なお、当中

間連結会計期間の末日は金融機関の

休日であったため、次の満期手形が

中間連結会計期間末残高に含まれて

いる。  

 受取手形 298百万円 

 支払手形 340百万円 

※４ 期末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもっ

て決済処理している。なお、当連結

会計年度の末日は金融機関の休日で

あったため、次の満期手形が連結会

計年度末残高に含まれている。   

  

 受取手形 96百万円 

 支払手形 484百万円 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ このうち、主要な費目及び金額は、次

のとおりである。 

※１ このうち、主要な費目及び金額は、次

のとおりである。 

※１ このうち、主要な費目及び金額は、次

のとおりである。 

従業員給料手当    746百万円

賞与引当金繰入額    215百万円

役員退職給与引当金繰

入額 
  68百万円

退職給付費用   43百万円

減価償却費   54百万円

貸倒引当金繰入額 96百万円

従業員給料手当 700百万円

賞与引当金繰入額 192百万円

役員退職給与引当金繰

入額 
23百万円

退職給付費用 45百万円

減価償却費 32百万円

貸倒引当金繰入額 4百万円

従業員給料手当 1,710百万円

賞与引当金繰入額  203百万円

役員退職給与引当金繰

入額 
84百万円

退職給付費用 116百万円

減価償却費 107百万円

貸倒引当金繰入額  107百万円

役員賞与引当金繰入

額  

18百万円



（中間連結株主資本等変動計算書関係）  

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
  
発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加16,809株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少54株は単元未満株式の買増

請求による減少である。  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 
  
１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加24,683株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少1,090株は単元未満株式の

買増請求による減少である。  

 ２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

  
前連結会計年度末株式数

（株） 

当中間連結会計期間増加

株式数（株） 

当中間連結会計期間減少

株式数（株） 

当中間連結会計期間末株

式数（株） 

 発行済株式        

   普通株式  66,386,718 － － 66,386,718 

合計 66,386,718 － － 66,386,718 

 自己株式         

   普通株式 （注） 162,971 16,809 54 179,726 

合計 162,971 16,809 54 179,726 

  
前連結会計年度末株式数

（株） 

当中間連結会計期間増加

株式数（株） 

当中間連結会計期間減少

株式数（株） 

当中間連結会計期間末株

式数（株） 

 発行済株式        

   普通株式  66,386,718 － － 66,386,718 

合計 66,386,718 － － 66,386,718 

 自己株式         

   普通株式 （注） 189,823 24,683 1,090 213,416 

合計 189,823 24,683 1,090 213,416 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 198 3  平成19年３月31日  平成19年６月29日

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年11月９日 

取締役会 
普通株式 198 利益剰余金 3  平成19年９月30日  平成19年12月６日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 
  
１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加27,806株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少954株は単元未満株式の買

増請求による減少である。  

 ２．配当に関する事項  

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前連結会計年度末株式数

（株） 

当連結会計年度増加株式

数（株） 

当連結会計年度減少株式

数（株） 

当連結会計年度末株式数

（株） 

 発行済株式        

   普通株式  66,386,718 － － 66,386,718 

合計 66,386,718 － － 66,386,718 

 自己株式         

   普通株式 （注） 162,971 27,806 954 189,823 

合計 162,971 27,806 954 189,823 

（決議） 

株式の種類
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 198 利益剰余金 3 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

  現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

  現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 

  （百万円）

現金預金勘定 4,632 

預入期間が３か月を超える

定期預金 
△207 

現金及び現金同等物 4,424 

  （百万円）

現金預金勘定 7,294 

預入期間が３か月を超える

定期預金 
△207 

現金及び現金同等物 7,087 

  （百万円）

現金預金勘定 8,237 

預入期間が３か月を超える

定期預金 
△207 

現金及び現金同等物 8,029 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

機械装置及
び運搬具 

7 4 2 

その他 
（工具器具
備品） 

84 51 32 

合計 91 56 35 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

7 5 1 

その他 
（工具器具
備品） 

70 48 21 

合計 77 54 23 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

7 5 1 

工具器具
備品 

80 52 28 

合計 88 57 30 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み法」によ

り算出している。 

 （注） 同左  （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算出し

ている。 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額 

未経過リース料期末残高相当額  

１年内   15百万円

１年超   19百万円

合計   35百万円

１年内 9百万円

１年超 13百万円

合計     23百万円

１年内 12百万円

１年超  18百万円

合計 30百万円

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、「支

払利子込み法」により算出してい

る。 

 （注） 同左  （注） 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、「支払利子込み

法」により算出している。 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損

失 

支払リース料   9百万円

減価償却費相当額   9百万円

支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 8百万円

支払リース料 18百万円

減価償却費相当額 18百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内  3百万円

１年超  3百万円

合計   7百万円

１年内 3百万円

１年超 3百万円

合計 7百万円

１年内 3百万円

１年超 5百万円

合計 9百万円

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はな

い。 

（減損損失について） 

同左 

 （減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 有価証券の減損処理 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円）

時価 
（百万円）

差額 
（百万円）

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

国債 10 10 0 － － － － － － 

区分 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円） 

差額 
（百万円）

取得原価 
（百万円）

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円）

差額 
（百万円）

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円）

(1)株式 798 2,309 1,510 907 2,363 1,456 904 2,434 1,530 

(2)債券                  

社債 101 98 △2 100 98 △2 101 98 △2 

その他 300 300 － 268 268 － 192 192 － 

(3)その他 73 103 29 53 85 32 73 108 34 

合計 1,274 2,812 1,537 1,330 2,816 1,486 1,271 2,834 1,562 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 その他有価証券で時価のある株式について

減損処理を行っているものはない。 

 なお、当該株式の減損にあたっては、中間

連結会計期間末における時価が取得原価に比

べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、当

該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行って

いる。 

同左  その他有価証券で時価のある株式について

減損処理を行っているものはない。 

 なお、当該株式の減損にあたっては、連結

会計年度末における時価が取得原価に比べ

50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30％～50％程度下落した場合には、当該

金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要

と認められた額について減損処理を行ってい

る。 

区分 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

中間連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

その他有価証券      

非上場株式 380 380 380 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末 

デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はない。  

当中間連結会計期間末  

    （注）１．通貨オプションの時価については、取引金融機関からの提示値を使用している。 

２．契約額等の（ ）内の金額は、オプション料を記載しているが、当該通貨オプション取引はいわゆる

ゼロコストオプション取引であり、オプション料の授受はない。  

３．ヘッジ会計が適用されている取引については、注記の対象から除いている。  

   前連結会計年度末  

    デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はない。  

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況  

対象物の種類 取引の種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円） 

通貨 

通貨オプション取引 

買建 

  

売建  

  

  

496 

(34)

1,590 

(72)

  

34 

 

△122 

 

  

△0 

 

△50 

 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 
建設工事業 
（百万円） 

機械器具製造
業 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 19,546 3,705 61 23,313 － 23,313 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
14 31 152 197 (197) － 

計 19,560 3,736 213 23,511 (197) 23,313 

営業費用 17,343 3,702 119 21,165 (199) 20,966 

営業利益 2,216 34 94 2,345 1 2,347 

 
建設工事業 
（百万円） 

機械器具製造
業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 19,870 1,624 21,495 － 21,495 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
4 23 27 (27) － 

計 19,875 1,647 21,522 (27) 21,495 

営業費用 17,483 1,741 19,224 (66) 19,158 

営業利益又は営業損失（△） 2,391 △93 2,298 38 2,337 

 
建設工事業 
（百万円） 

機械器具製造
業 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 40,605 7,957 128 48,691 － 48,691 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
78 67 274 419 (419) － 

計 40,683 8,024 402 49,111 (419) 48,691 

営業費用 36,125 8,075 252 44,452 (408) 44,043 

営業利益又は営業損失（△） 4,558 △50 150 4,658 △10 4,647 



 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品及び役務の名称 

事業区分は製品及び役務の機能別種類により区分した。 

２．会計方針の変更 

（当中間連結会計期間）  

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」（不動産賃貸収入及び賃貸原価）に記載のと

おり、当中間連結会計期間より不動産賃貸収入及び賃貸原価の会計処理を変更している。この変更に伴い、セ

グメントの「その他」については該当なしとなっている。 

（前連結会計年度） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用している。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比べて、「建設工事業」の営業費用は18百万円増加し、営業利益が同額減少している。  

３．追加情報 

（前中間連結会計期間） 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（ハ）⑥に記載のとおり、当中間連結会計期間よ

り工事損失引当金を計上している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「建設工事業」の

営業費用は34百万円増加し、営業利益が同額減少している。  

（当中間連結会計期間） 

「追加情報」（有形固定資産の減価償却の方法）に記載のとおり、平成19年３月31日以前に取得した有形固定

資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の５%に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得価額の５%相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「建設工事業」の営業費用

は17百万円増加し、営業利益が同額減少している。また、「機械器具製造業」の営業費用は２百万円増加し、

営業利益が同額減少している。 

（前連結会計年度） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（ハ）⑦に記載のとおり、工事受注損失につき、金額

的重要性が増してきたため、当連結会計年度より必要と見積もられる金額につき工事損失引当金を引当計上し

ている。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「建設工事業」の営業費用は33百万円増加し、

営業利益が同額減少している。  

① 建設工事業 ： 熱絶縁工事、建築工事及び内装仕上工事他 

② 機械器具製造業 ： 各種ボイラーの製造据付、産業用機械の製造据付 

③ その他  ：  不動産賃貸業  



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 
日本 

（百万円） 
アジア・アフリ
カ（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 22,887 426 23,313 － 23,313 

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
26 － 26 (26) － 

計 22,913 426 23,340 (26) 23,313 

営業費用 20,730 460 21,190 (224) 20,966 

営業利益又は営業損失（△） 2,182 △33 2,149 198 2,347 

 
日本 

（百万円） 
アジア・アフリ
カ（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 20,799 696 21,495 － 21,495 

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
103 8 111 (111) － 

計 20,902 704 21,607 (111) 21,495 

営業費用 18,737 691 19,429 (271) 19,158 

営業利益 2,164 12 2,177 159 2,337 

 
日本 

（百万円） 
アジア・アフリ
カ（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 47,582 1,109 48,691 － 48,691 

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
53 － 53 (53) － 

計 47,636 1,109 48,745 (53) 48,691 

営業費用 43,201 1,155 44,356 (312) 44,043 

営業利益又は営業損失（△） 4,435 △46 4,388 258 4,647 



 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア・アフリカ……シンガポール、ナイジェリア 

３．会計方針の変更 

（前連結会計年度） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用している。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は18百万円増加し、営業利益が同額減少している。   

４．追加情報 

（前中間連結会計期間） 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（ハ）⑥に記載のとおり、当中間連結会計期間

より工事損失引当金を計上している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「日本」の営

業費用は34百万円増加し、営業利益が同額減少している。  

（当中間連結会計期間） 

「追加情報」（有形固定資産の減価償却の方法）に記載のとおり、平成19年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の５%に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５%相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上している。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「日本」の営業費

用は20百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

（前連結会計年度） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（ハ）⑦に記載のとおり、工事受注損失につき、金

額的重要性が増してきたため、当連結会計年度より必要と見積もられる金額につき工事損失引当金を引当計

上している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は33百万円増加し、

営業利益が同額減少している。  



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア………………シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、韓国、中国 

(2）アフリカ……………ナイジェリア、エジプト 

(3）ヨーロッパ…………ロシア 

 ３．海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

４．当中間連結会計期間において「ヨーロッパ」の占める割合が小さくなったため、「その他地域」に含め

て記載している。 

なお、当中間連結会計期間における「ヨーロッパ」の海外売上高は35百万円、連結売上高に占める割合

は0.2％である。 

  アジア アフリカ ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 831 1,538 557 5 2,932 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 23,313 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
3.6 6.6 2.4 0.0 12.6 

  アジア アフリカ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 738 924 216 1,880 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 21,495 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
3.4 4.3 1.0 8.7 

  アジア アフリカ ヨーロッパ その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,031 2,423 562 7 5,025 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 48,691 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
4.2 5.0 1.2 0.0 10.3 



（１株当たり情報） 

 （注）１.１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

（重要な後発事象） 

 該当事項なし。 

(2）【その他】 

 該当事項なし。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益の金額については、潜在株式がないため記

載していない。 

１株当たり純資産額       270.19円

１株当たり中間純利益       28.40円

同左 

１株当たり純資産額      332.83円

１株当たり中間純利益  28.17円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益の金額については、潜在株式がないため記

載していない。 

１株当たり純資産額   307.34円

１株当たり当期純利益 59.61円

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額      

中間（当期）純利益（百万円） 1,880 1,864 3,946 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
1,880 1,864 3,946 

期中平均株式数（千株） 66,217 66,187 66,210 

  前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

 純資産の部の合計額（百万円） 18,645 22,813 21,124 

純資産の部の合計額から控除する

金額（百万円） 
756 788 778 

（うち少数株主持分） (756) (788) (778) 

普通株式に係る中間期末（期末）

の純資産額（百万円） 
17,888 22,024 20,345 

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末（期末）の普通株

式の数（千株） 

66,206 66,173 66,196 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

現金預金 ※4 3,215     5,020     5,440    

受取手形 ※6 973     1,803     1,317    

完成工事未収入金   10,905     9,938     10,392    

未成工事支出金   2,823     3,385     1,994    

材料貯蔵品   124     377     139    

繰延税金資産   1,070     817     863    

その他   1,169     758     599    

貸倒引当金   △113     △32     △62    

流動資産合計     20,167 60.9   22,067 60.0   20,685 57.1 

Ⅱ 固定資産                    

有形固定資産 ※1、4                  

建物   －     1,888     1,951    

土地    2,516     5,019     4,987    

その他   1,079     766     593    

有形固定資産計   3,595   10.8 7,674   20.9 7,532   20.8 

無形固定資産   21   0.1 20   0.1 22   0.1 

投資その他の資産                    

投資有価証券 ※4 3,108     3,089     3,108    

関係会社株式   4,015     1,888     2,915    

関係会社長期貸
付金    －     100     110    

長期預金    －     500     400    

繰延税金資産   1,014     902     1,077    

その他   1,333     721     510    

貸倒引当金   △134     △203     △149    

投資その他の資産
計   9,337   28.2 6,999   19.0 7,972   22.0 

固定資産合計     12,954 39.1   14,693 40.0   15,526 42.9 

資産合計     33,122 100.0   36,761 100.0   36,211 100.0 

                     
 



   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

支払手形   770     953     646    

支払信託    －     921     858    

工事未払金   2,414     3,083     2,936    

短期借入金 ※4 3,116     5,340     3,153    

一年以内に償還予
定の社債 

※4 200     200     400    

未払法人税等   64     52     85    

未成工事受入金   731     1,077     957    

賞与引当金   250     220     235    

完成工事補償引当
金   23     16     13    

工事損失引当金    5     2     9    

その他 ※2 1,303     726     761    

流動負債合計     8,880 26.8   12,592 34.2   10,057 27.8 

Ⅱ 固定負債                    

社債 ※4 800     600     700    

長期借入金 ※4 7,305     4,815     8,360    

退職給付引当金   834     839     849    

役員退職給与引当
金   133     137     145    

再評価に係る繰延
税金負債   641     641     641    

その他   127     353     285    

固定負債合計     9,842 29.7   7,386 20.1   10,981 30.3 

負債合計     18,723 56.5   19,979 54.3   21,038 58.1 

                      

 



   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     6,889 20.8   6,889 18.7   6,889 19.0 

２ 資本剰余金                    

資本準備金   999     999     999    

その他資本剰余
金   0     0     0    

資本剰余金合計     1,000 3.0   1,000 2.7   1,000 2.8 

３ 利益剰余金                    

利益準備金   －     19     －    

 その他利益剰余
金                    

別途積立金   2,400     4,800     2,400    

繰越利益剰余金   2,524     2,521     3,313    

利益剰余金合計     4,924 14.9   7,341 20.0   5,713 15.8 

４ 自己株式     △67 △0.2   △85 △0.2   △72 △0.2 

株主資本合計     12,747 38.5   15,145 41.2   13,530 37.4 

Ⅱ 評価・換算差額等                    

 １ その他有価証券
評価差額金     899 2.7   858 2.4   902 2.5

 ２ 繰延ヘッジ損益     △14 △0.0   11 0.0   △26 △0.1

 ３ 土地再評価差額
金     767 2.3   767 2.1   767 2.1

評価・換算差額等合
計     1,652 5.0   1,636 4.5   1,643 4.5 

純資産合計     14,399 43.5   16,782 45.7   15,173 41.9 

負債純資産合計     33,122 100.0   36,761 100.0   36,211 100.0 

                     



②【中間損益計算書】 

   
前中間会計期間 

（自平成18年４月１日 
至平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自平成19年４月１日 
至平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 完成工事高     16,025 100.0   16,541 100.0   33,347 100.0 

Ⅱ 完成工事原価     12,513 78.1   13,068 79.0   26,256 78.7 

完成工事総利益     3,512 21.9   3,473 21.0   7,091 21.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費     1,519 9.5   1,263 7.6   2,950 8.9 

営業利益     1,993 12.4   2,209 13.4   4,140 12.4 

Ⅳ 営業外収益                    

受取利息配当金   38     56     59    

不動産賃貸収入    －     171     52    

その他   61 100 0.6 24 252 1.5 67 179 0.5 

Ⅴ 営業外費用                    

支払利息   110     128     227    

為替差損    －     108     －    

不動産賃貸原価    －     89     －    

その他   44 154 0.9 64 390 2.4 83 311 0.9 

経常利益     1,939 12.1   2,072 12.5   4,009 12.0 

Ⅵ 特別利益 ※2   － －   － －   10 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※3   － －   － －   1,099 3.2 

税引前中間（当
期）純利益     1,939 12.1   2,072 12.5   2,920 8.8 

法人税、住民税及
び事業税   24     20     56    

法人税等調整額   116 140 0.9 225 246 1.5 276 333 1.0 

中間（当期）純利
益     1,798 11.2   1,826 11.0   2,586 7.8 

                     



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

 

株主資本  

資本金  

資本剰余金 利益剰余金 

自己  

株式  

株主  

資本 

合計  
資本 

準備金  

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計  

その他利益剰余金
利益 

剰余金 

合計  
別途積立

金 

繰越  

利益 

剰余金 

 平成18年３月31日 残高 

       （百万円） 
6,889 999 0 1,000 － 3,126 3,126 △56 10,959 

中間会計期間中の変動額                  

  別途積立金の積立（注） － － － － 2,400 △2,400 － － － 

  中間純利益 － － － － － 1,798 1,798 － 1,798 

  自己株式の取得 － － － － － － － △10 △10 

 自己株式の処分 － － 0 0 － － － 0 0 

  株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

－ － － － － － － － － 

 中間会計期間中の変動額合

計     （百万円） 
－ － 0 0 2,400 △601 1,798 △10 1,787 

 平成18年９月30日 残高 

      （百万円） 
6,889 999 0 1,000 2,400 2,524 4,924 △67 12,747 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価差
額金 

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

1,080 － 767 1,847 12,807

中間会計期間中の変動額          

別途積立金の積立（注） － － － － －

中間純利益 － － － － 1,798

自己株式の取得 － － － － △10

 自己株式の処分 － － － － 0

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△180 △14 － △195 △195

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△180 △14 － △195 1,592

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

899 △14 767 1,652 14,399



当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 

株主資本  

資本金  

資本剰余金 利益剰余金 

自己  

株式  

株主  

資本 

合計  
資本 

準備金  

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計  

利益 

準備金 

その他利益剰余金
利益 

剰余金 

合計  
別途積立

金 

繰越  

利益 

剰余金 

 平成19年３月31日 残高 

       （百万円） 
6,889 999 0 1,000 － 2,400 3,313 5,713 △72 13,530 

中間会計期間中の変動額                    

  剰余金の配当 － － － － 19 － △218 △198 － △198 

 別途積立金の積立 － － － － － 2,400 △2,400 － － － 

  中間純利益 － － － － － － 1,826 1,826 － 1,826 

  自己株式の取得 － － － － － － － － △13 △13 

 自己株式の処分 － － 0 0 － － － － 0 0 

  株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

－ － － － － － － － － － 

 中間会計期間中の変動額合

計     （百万円） 
－ － 0 0 19 2,400 △792 1,627 △12 1,615 

 平成19年９月30日 残高 

      （百万円） 
6,889 999 0 1,000 19 4,800 2,521 7,341 △85 15,145 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価差
額金 

評価・換算差
額等合計 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

902 △26 767 1,643 15,173

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当 － － － － △198

別途積立金の積立 － － － － －

中間純利益 － － － － 1,826

自己株式の取得 － － － － △13

 自己株式の処分 － － － － 0

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△44 37 － △6 △6

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△44 37 － △6 1,608

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 

858 11 767 1,636 16,782



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

 

株主資本  

資本金  

資本剰余金 利益剰余金 

自己  

株式  

株主  

資本 

合計  
資本 

準備金  

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計  

その他利益剰余金
利益 

剰余金 

合計  
別途積立

金 

繰越  

利益 

剰余金 

 平成18年３月31日 残高 

       （百万円） 
6,889 999 0 1,000 － 3,126 3,126 △56 10,959 

事業年度中の変動額                  

  別途積立金の積立（注） － － － － 2,400 △2,400 － － － 

  当期純利益 － － － － － 2,586 2,586 － 2,586 

  自己株式の取得 － － － － － － － △16 △16 

 自己株式の処分 － － 0 0 － － － 0 0 

  株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額） 

－ － － － － － － － － 

 事業年度中の変動額合計 

      （百万円） 
－ － 0 0 2,400 186 2,586 △16 2,570 

 平成19年３月31日 残高 

      （百万円） 
6,889 999 0 1,000 2,400 3,313 5,713 △72 13,530 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価差
額金 

評価・換算差
額等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

1,080 － 767 1,847 12,807

事業年度中の変動額          

別途積立金の積立（注） － － － － －

当期純利益 － － － － 2,586

自己株式の取得 － － － － △16

 自己株式の処分 － － － － 0

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△177 △26 － △204 △204

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△177 △26 － △204 2,366

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

902 △26 767 1,643 15,173



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

……償却原価法（定額法）

による。 

(1）有価証券 

───── 

(1）有価証券 

満期保有目的債券 

……償却原価法（定額法）

による。 

  子会社株式 

……移動平均法に基づく原

価法による。 

子会社株式  

……同左  

子会社株式 

……同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

……中間期末日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定）による。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……期末日の市場価格等

に基づく時価法（評

価差額は全部純資産

直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定）

による。 

  時価のないもの 

……移動平均法に基づく

原価法による。 

時価のないもの 

……同左 

時価のないもの 

……同左 

  (2）デリバティブ取引 

……時価法 

(2）デリバティブ取引 

……同左 

(2）デリバティブ取引 

……同左 

  (3）たな卸資産 

材料貯蔵品 

……移動平均法に基づく原

価法による。 

(3）たな卸資産 

材料貯蔵品 

……同左 

(3）たな卸資産 

材料貯蔵品 

……同左 

  未成工事支出金 

……個別法に基づく原価法

による。 

未成工事支出金 

……同左 

未成工事支出金 

……同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法を採

用している。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上している。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 完成工事補償引当金 

 引渡しを完了した工事に係る

瑕疵担保の費用に備えるため、

将来の見積補償額に基づき計上

している。 

② 完成工事補償引当金 

同左 

② 完成工事補償引当金 

同左 

 



 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ③ 賞与引当金 

 従業員（使用人兼務役員を含

む）に支給する賞与の支出に充

てるため、賞与支給見込額に基

づき当中間会計期間負担額を計

上している。 

③ 賞与引当金 

同左 

③ 賞与引当金 

 従業員（使用人兼務役員を含

む）に支給する賞与に充てるた

め、翌期の支給見込額のうち当

期対応額を見積計上している。 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上している。 

 なお、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により発生翌

年度から費用処理している。 

 また、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定額法により費

用処理している。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当期末において発生

していると認められる額を計上

している。 

 なお、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により発生翌

年度から費用処理している。 

 また、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間内の一定の年数

（10年）による定額法により費

用処理している。 

  ⑤ 役員退職給与引当金 

 役員の退職金の支給に充てる

ため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上している。 

⑤ 役員退職給与引当金 

同左 

⑤ 役員退職給与引当金 

 役員の退職金の支給に充てる

ため、内規に基づく期末要支給

額を計上している。 

  ⑥ 工事損失引当金  

 受注工事に係る将来の損失

に備えるため、当中間会計期

間末手持工事のうち損失の発

生が見込まれ、かつ、その金

額を合理的に見積もることが

できる工事について、損失見

込額を計上している。 

（追加情報） 

当社は、工事受注損失につ

き、金額的重要性が増してき

たため、当中間会計期間より

必要と見積もられる金額につ

き引当計上している。 

この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して、営業利

益、経常利益、及び税引前中

間純利益がそれぞれ５百万円

減少している。 

⑥ 工事損失引当金  

 受注工事に係る将来の損失

に備えるため、当中間会計期

間末手持工事のうち損失の発

生が見込まれ、かつ、その金

額を合理的に見積もることが

できる工事について、損失見

込額を計上している。 

⑥ 工事損失引当金  

受注工事に係る将来の損失に

備えるため、当事業年度末手

持工事のうち損失の発生が見

込まれ、かつ、その金額を合

理的に見積もることができる

工事について、損失見込額を

計上している。 

（追加情報） 

当社は、工事受注損失につ

き、金額的重要性が増してき

たため、当事業年度より必要

と見積もられる金額につき引

当計上している。 

この結果、従来の方法によっ

た場合と比較して、営業利

益、経常利益、及び税引前当

期純利益がそれぞれ９百万円

減少している。  

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間期

末日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理している。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ている。 

５．収益及び費用の計上基準  長期大型（工期１年以上且つ請

負金額５億円以上）の工事に係る

収益の計上については工事進行基

準を、その他の工事については工

事完成基準を適用している。 

 なお、工事進行基準による完成

工事高は、3,007百万円である。 

 長期大型（工期１年以上且つ請

負金額５億円以上）の工事に係る

収益の計上については工事進行基

準を、その他の工事については工

事完成基準を適用している。 

 なお、工事進行基準による完成

工事高は、2,704百万円である。 

 長期大型（工期１年以上且つ請

負金額５億円以上）の工事に係る

収益の計上については工事進行基

準を、その他の工事については工

事完成基準を適用している。 

 なお、工事進行基準による完成

工事高は、5,187百万円である。 

 



 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を採用してい

る。 

同左 同左 

７．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

原則として、繰延ヘッジ処理

によっている。 

 なお、特例処理の要件を満た

している金利スワップ等につい

ては、特例処理を採用してい

る。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当中間会計期間にヘッジ会計

を採用したヘッジ手段とヘッジ

対象は以下のとおりである。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計を採

用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりである。 

  ａ．ヘッジ手段 

通貨オプション 

  

  

ａ．ヘッジ手段 

為替予約及び通貨オプ

ション 

  ヘッジ対象 

材料輸入による外貨

建買入債務 

  

  

ヘッジ対象 

同左 

  ｂ．ヘッジ手段 

金利スワップ 

  

  

ｂ．ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

短期借入金及び長期

借入金 

  

  

ヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 為替リスク及び金利リスクを

効果的に回避する手段として、

現在及び将来の債務の残高の範

囲内でデリバティブ取引を行っ

ており、投機目的やトレーディ

ング目的での取引は一切行って

いない。なお、デリバティブ取

引の執行にあたっては、個別に

取締役会で実施方針を決定して

いる。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計又は相場変動と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロ

ー変動の累計又は相場変動を比

較し、両者の変動額等を基礎に

して、ヘッジ有効性を評価して

いる。ただし、特例処理を採用

している金利スワップ等につい

ては、有効性の評価を省略して

いる。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用している。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する  

会計基準）  

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

している。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

14,414百万円である。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成している。  

───── 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する  

会計基準）  

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用している。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

15,199百万円である。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務諸表等規則により作成

している。 

───── 

  

（不動産賃貸収入及び賃貸原価）  

 従来、売上高・売上原価として処理をして

いた不動産賃貸収入及び賃貸原価につき、前

事業年度においてグループ内で資産の移管を

実施したことにより、その業容を見直した結

果、当中間会計期間より営業外収益及び営業

外費用に計上することに変更した。 

これにより当中間会計期間において、従来の

方法と比較して、売上高は145百万円減少

し、営業利益は65百万円減少している。経常

利益へ与える影響はない。 

 なお、関係会社に対する受取賃貸料及びそ

の資産に関する費用について、前中間会計期

間まで損益計算書の営業外収益の「その

他」、営業外費用の「その他」に含めて表示

していたが、当中間会計期間より不動産賃貸

収入及び賃貸原価へと表示区分を変更してい

る。これによる当中間会計期間における変更

額は、不動産賃貸収入26百万円、不動産賃貸

原価９百万円である。  

─────  

  

─────  

  

（有形固定資産の減価償却の方法）  

 法人税法の改正に伴い、当中間会計期間よ

り平成19年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更している。これによる損

益に与える影響は軽微である。 

─────  

  



表示方法の変更 

  

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

───── 

  

（中間貸借対照表） 

1．前中間会計期間末まで固定資産の投資その他の資産の「その

他」に含めて表示していた「長期預金」は金額的重要性が増し

たため区分掲記している。なお、前中間会計期間末における

「長期預金」の金額は200百万円である。 

2．前中間会計期間末まで固定資産の有形固定資産の「その他」に

含めて表示していた「建物」は当中間会計期間末において資産

の総額の100分の５を超えたため区分掲記している。なお、前中

間会計期間末における「建物」の金額は585百万円である。 

 3．前中間会計期間末まで流動負債の「その他」に含めて表示してい

た「支払信託」は金額的重要性が増したため区分掲記している。

なお、前中間会計期間末における「支払信託」の金額は704百万

円である。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 

  

  

  

  

 （有形固定資産の減価償却の方法）  

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した有形固定資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により、取得価額の５%に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の５%相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上している。これ

による損益に与える影響は軽微である。  

────── 

  

  

  

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 

     3,204百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

3,337百万円である。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

3,276百万円である。 

※２ 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債（その他）に含めて

表示している。 

※２      同左 ───── 

 ３ 偶発債務 

(a）保証債務残高 

(イ）次の会社の受注工事に対する契約

履行保証、前受金返還保証に伴い銀

行が保証状発行を行ったことに対す

る保証を行っている。 

 ３ 偶発債務 

(a）保証債務残高 

(イ）次の会社の受注工事に対する契約

履行保証、前受金返還保証に伴い銀

行が保証状発行を行ったことに対す

る保証を行っている。 

 ３ 偶発債務 

(a）保証債務残高 

(イ）次の会社の受注工事に対する契約

履行保証、前受金返還保証に伴い銀

行が保証状発行を行ったことに対す

る保証を行っている。 

MEISEI NIGERIA  

LIMITED 
   139百万円

PT.TERAS TEKNIK 

PERDANA 
  18百万円

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA / PT.MEISEI 

INDONESIA JO  

104百万円

MEISEI NIGERIA  

LIMITED 
28百万円

PT.TERAS TEKNIK 

PERDANA 
18百万円

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA / PT.MEISEI 

INDONESIA JO  

264百万円

MEISEI NIGERIA  

LIMITED 
119百万円

PT.TERAS TEKNIK 

PERDANA 
18百万円

PT.TERAS TEKNIK  

PERDANA / PT.MEISEI 

INDONESIA JO  

104百万円

(ロ）次の会社の銀行借入に対する保証

を行っている。 

(ロ）次の会社の銀行借入に対する保証

を行っている。 

(ロ）次の会社の銀行借入に対する保証

を行っている。 

㈱よしみね   57百万円 ㈱よしみね 16百万円 ㈱よしみね 36百万円

(b）保証債務の予約残高 

 次の会社の銀行借入について保証債務

の予約を行っている。 

───── 

  

───── 

  

明星不動産㈱  1,700百万円    

※４ 担保に供している資産 

担保に供している資産は次のとおりで

ある。 

①工場財団 

※４ 担保に供している資産 

担保に供している資産は次のとおりで

ある。 

①工場財団等 

※４ 担保に供している資産 

担保に供している資産は次のとおりで

ある。 

①工場財団等 

土地  1,591百万円

有形固定資産(その他)    235百万円

土地（工場財団抵当権） 1,591百万円

土地（抵当権） 2,284百万円

有形固定資産(その他)  1,488百万円

土地（工場財団抵当権） 1,591百万円

土地（抵当権）  2,284百万円

有形固定資産(その他)   1,552百万円

なお、工場財団抵当権には上記の他に、

関係会社の土地・建物が含まれている。 

    

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

短期借入金  2,500百万円

長期借入金  6,850百万円

保証債務（社債）  1,000百万円

短期借入金 4,800百万円

長期借入金  4,400百万円

保証債務（社債） 800百万円

短期借入金 2,550百万円

長期借入金 8,000百万円

保証債務（社債） 900百万円

ただし、上記債務のうち、根抵当権設定

極度額は6,500百万円である。 

ただし、上記債務のうち、根抵当権設定

極度額は6,500百万円である。 

ただし、上記債務のうち、根抵当権設定

極度額は6,500百万円である。 

②その他 ②その他 ②その他 

現金預金    100百万円

投資有価証券    847百万円

現金預金  100百万円

投資有価証券 871百万円

現金預金  100百万円

投資有価証券  824百万円

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

 上記に対応する債務は次のとおりで

ある。 

短期借入金    350百万円

長期借入金   12百万円

関係会社の銀行借入金   57百万円

短期借入金  262百万円

関係会社の銀行借入金  16百万円

短期借入金   300百万円

長期借入金 37百万円

関係会社の銀行借入金   36百万円

 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

５ 貸出コミットメントライン（融資枠）

契約 

 運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引金融機関６行とコミットメン

トライン契約を締結している。 

 上記契約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高等 

５ 貸出コミットメントライン（融資枠）

契約 

 運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引金融機関６行とコミットメン

トライン契約を締結している。 

 上記契約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高等 

５ 貸出コミットメントライン（融資枠）

契約 

 運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引金融機関６行とコミットメン

トライン契約を締結している。 

 上記契約に基づく当事業年度末の借

入未実行残高等 

貸出コミットメント

ラインの総額 
    4,000百万円

借入金実行残高      800百万円

差引額     3,200百万円

貸出コミットメント

ラインの総額 
 4,000百万円

借入金実行残高 400百万円

差引額  3,600百万円

貸出コミットメント

ラインの総額 
   4,000百万円

借入金実行残高 －百万円

差引額  4,000百万円

       なお、平成19年３月30日に新規コミット

メントライン契約を更新しており、旧契

約における借入実行残高は、800百万円で

ある。 

※６ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形は手形交換日をも

って決済処理しており、当中間会計期間

末日は金融機関の休日のため、中間期末

日満期手形は、中間期末残高に含まれて

いる。  

  

 受取手形 57百万円 

※６ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処理につい

ては手形交換日をもって決済処理してい

る。なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の満期手形

が中間会計期間末残高に含まれてい

る。  

 受取手形 158百万円 

※６ 期末日満期手形 

 事業年度末日満期手形の会計処理につ

いては手形交換日をもって決済処理して

いる。なお、当事業年度の末日は金融機

関の休日であったため、次の満期手形が

事業年度末残高に含まれている。  

  

 受取手形 54百万円 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額 

有形固定資産    77百万円

無形固定資産  0百万円

有形固定資産 119百万円 有形固定資産  184百万円

無形固定資産 0百万円

───── ───── ※２ 特別利益の主要項目 

      

完成工事補償引当金戻

入額 

 10百万円

─────   ─────  ※３ 特別損失の主要項目 

    関係会社整理損 1,099百万円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加16,809株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少54株は単元未満株式の買増

請求による減少である。  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加24,683株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少1,090株は単元未満株式の

買増請求による減少である。  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加27,806株は、単元未満株式の買取りによる増加であり、減少954株は単元未満株式の買

増請求による減少である。  

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

   普通株式 （注） 162,971 16,809 54 179,726 

合計 162,971 16,809 54 179,726 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

   普通株式 （注） 189,823 24,683 1,090 213,416 

合計 189,823 24,683 1,090 213,416 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当事業年度増加株式

数（株） 

当事業年度減少株式

数（株） 

当事業年度末株式数

（株） 

   普通株式 （注） 162,971 27,806 954 189,823 

合計 162,971 27,806 954 189,823 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額及び

中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額及び

中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額及び

期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

工具器具
備品 

71 47 23 

合計 71 47 23 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

工具器具
備品 

52 41 11 

合計 52 41 11 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

工具器具
備品 

63 46 16 

合計 63 46 16 

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み法」によ

り算出している。 

 （注） 同左  （注） 取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算出し

ている。 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内   12百万円

１年超   11百万円

合計   23百万円

１年内 7百万円

１年超 4百万円

合計 11百万円

１年内 8百万円

１年超 7百万円

合計 16百万円

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、「支

払利子込み法」により算出してい

る。 

 （注） 同左  （注） 未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、「支払利子込み

法」により算出している。 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の 

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料   7百万円

減価償却費相当額   7百万円

支払リース料 6百万円

減価償却費相当額 6百万円

支払リース料 15百万円

減価償却費相当額 15百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内  3百万円

１年超  3百万円

合計   7百万円

１年内 3百万円

１年超 3百万円

合計 7百万円

１年内 3百万円

１年超 5百万円

合計 9百万円

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はな

い。 

（減損損失について） 

 同左 

（減損損失について） 

 同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社及び関連会社株式で時価のあるもの

はない。 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

（重要な後発事象） 

 該当事項なし。 



(2）【その他】 

 平成19年11月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議した。 

(イ）中間配当による配当金の総額……………………198百万円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………３円00銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成19年12月６日 

 （注）平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行う。



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

(1）有価証券報告書及びその添付資料 

事業年度（第65期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月29日関東財務局長に提出 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年10月５日関東財務局長に提出 

 事業年度（第65期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書 

(3）臨時報告書の訂正報告書  

 平成19年５月11日関東財務局長に提出 

 平成18年12月26日提出の臨時報告書（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）に係る訂正報告書 

(4）発行登録書（新株予約権証券）及びその添付書類 

 平成19年６月28日関東財務局長に提出 

(5）訂正発行登録書  

 平成19年６月29日関東財務局長に提出 

 平成19年10月５日関東財務局長に提出 

(6）自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成19年９月１日 至 平成19年９月30日）平成19年10月５日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成19年10月１日 至 平成19年10月31日）平成19年11月５日関東財務局長に提出  

報告期間（自 平成19年11月１日 至 平成19年11月30日）平成19年12月５日関東財務局長に提出   



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項なし。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年12月11日

明星工業株式会社    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 岡本 髙郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小竹 伸幸  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小川 佳男  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている明星工

業株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18

年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等

変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、明星工業株式会社及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成19年12月13日

明星工業株式会社    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 岡本 髙郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 亀沖 正典  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 梅原 隆   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる明星工業株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年4月1日

から平成19年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、明星工業株式会社及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年12月11日

明星工業株式会社    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 岡本 髙郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小竹 伸幸  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 小川 佳男  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている明星工

業株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第65期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9

月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、明星工業株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から

平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成19年12月13日

明星工業株式会社    

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 岡本 髙郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 亀沖 正典  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 梅原 隆   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる明星工業株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第66期事業年度の中間会計期間（平成19年4月1日か

ら平成19年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、明星工業株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年4月1日から

平成19年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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